
編集委員会注：本稿は、平成1 6年9月2日に行なわれた工

業所有権研修所長（当時）と特技懇編集委員の間の対談に

基づいて、同所長がその文責のもとに執筆したものです。

── はじめに、研修所の業務について、簡単に紹介し

ていただけますか。

高倉 工業所有権研修所は、1 0月1日に独立行政法人に

移行しますが、現在は特許庁の組織の一部です。その業

務は「特許庁の職員その他の者」に対する研修を実施す

ることです（経済産業省組織令第1 4 5条）。「その他の者」

という語は、比較的狭く解釈されていて、独立行政法人

工業所有権総合情報館（略称「情報館」）の職員と弁理

士等までとされています。情報館の職員は身内ですし、

弁理士等の参加はまだ限定的です。要するに、研修所の

業務とは、基本的に庁内職員に対する研修を実施するこ

とです。

── 具体的にはどのような研修を実施していますか。

高倉 庁内職員に対する研修は、階層別研修と能力向

上研修に大別することができます。第1に、階層別研修

とは、審査官コース研修、審判官コース研修、事務系係

長研修など、一定の年次又は役職の職員が必ず受けなけ

ればならない研修をいいます。昨年、審査系で8コース

（受講生総数5 2 5名）、事務系で6コース（同9 2名）あり

ました。その一部は政令資格研修です。例えば、審査官

コース研修は、審査官になるための要件として特許法施

行令第1 2条が定める「所定の研修課程」にあたります。

こうした政令資格研修は、他省庁ではめずらしいことで

す。それだけ、審査官等の責任は重く、研修の役割は重

要ということです。

第2に、能力向上研修とは、語学研修、先端技術研修

など、職員がその職務を果たす上で必要なスキルを高

めるための研修です。一部には義務的なものもありま

すが、本来、職員の自主と自発に基づいて行なわれる

研修です。

その他に、国内外の留学、企業派遣などがあります。

研修所は、こうした様々な研修を陰で支えています。地

味ですが、大切な仕事です。現在、所長以下約1 0名の

所帯です。昨年度の研修関連総予算は約2 . 8億円。特許

庁の職員総数が約2 , 5 0 0名ですから、職員一人あたりの

研修費は平均約1 1万円という計算になります1）。

── 研修において、いちばん大切なことは何ですか。

高倉 本人の意欲だと思います。講師やテキストが立

派でも、本人に学ぶ意欲がなければ、研修効果は上がり

ません。逆に、たとえ講義が不十分でも（そういうこと

がないように研修所は努めていますが）、参考書を読ん

だり、同僚等との間で討議をするなど、意欲を持って自

学自習を実践すれば、相当の効果を期待することができ

ます。

また、研修は職場で実務を通じて学ぶO J T（On the

Job Training）と、研修施設の中で学ぶ集団研修（座

学）の2つに大別することができますが、大切なのは前

者だと思います。座学の役割を決して過小評価してはな
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1）内訳が同じではないので単純に比較することはできないが、ヨーロッパ特許庁では、2 0 0 3年の研修費総額は約1 3 . 3億円、職員総数

は約5 , 8 0 0名、一人あたり平均約 2 3万円。アメリカ特許商標庁では、同年の研修費総額は約2 . 5億円、職員総数は約6 , 7 0 0名、一人あ

たり平均約4万円。
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りませんが、実務の専門家を養成するための研修は、や

はり実践を通じて行なうのが効果的だと思います。特許

庁で「指導審査官制度」が長く続けられてきたのはそれ

なりの理由があってのことだと思います。

繰り返しますが、研修において大切なことは、本人の

意欲です。研修とは、ただ知識を与えるためのものでは

ありません。研修の本質とは、研修生に自己の意欲を気

づかせることにあると私は思っています。

── 本人の意欲が大切ということはわかりますが、他

方で、組織が職員に求める資質を明確にすることが大切

という見方もありますが……。

高倉 そのとおりです。研修を通じてどういう人材を育

成しようとするのか、その期待像を明確にすることは研

修の大前提として必要不可欠です。しかし、それはあく

まで全体的・原則的・標準的モデルです。それだけで、

一人ひとりの人材育成のために十分というわけではあり

ません。一人ひとりの人材育成のためには、管理職や研

修担当者が本人と面談し、その経験・能力・性格等をよ

くみつめ、職場の現在及び将来のニーズを考慮に入れて、

その研修生をどう育成し、どう活用していこうとするの

かをよく検討した上で、個々の実践教育プログラム（例

えば、審査官育成の場合であれば、経験させる案件の種

類、件数、スケジュール、指導・評価の方法など）を設

定しておくことが必要だと思います。

管理職や研修担当者が本人と面談した上で個人別の

実践教育プログラムを作成し、中途でレビューし、必

要があれば目標を修正し、終わりには自己評価と管理

職等の評価によって達成度を評価し、そして、その結

果に基づいて次期のプログラムを編成し、確認すると

いった、きめ細かな個人別教育を実施していくことこ

そが、人材育成の中核にすえられるべきであると思い

ます。

標準的モデルが集団研修のためのものであるのに対

して、実践教育プログラムはO J Tのためのものである

と整理することができます。両者をたくみに組み合わ

せることが重要です。

── 研修所は1 0月1日から独法に移行するそうです

が……。

高倉 そうです。研修所はその業務を情報館に移管しま

す。移管後の新しい組織の名称は、「独立行政法人工業

所有権情報・研修館」（略称は「情報・研修館」）です。

新名称に「研修」の文字を入れました。当初、「総合情

報館」ということばは十分広い意味を持っているので、

研修を情報の伝達の意味に解釈すれば、現行の名称のま

までもいいのではないかとの見解もありましたが、最後

は、「総合」の語を削除し、「情報・研修館」と併記する

ことに落ち着いた次第です。

研修所は、情報・研修館の中の「研修部」という位置

付けに変わります。場所、スタッフは基本的に変わりま

せん。研修所の独法移行とあわせて、情報・研修館に

「人材育成部」を創設します。研修部（1 0名）が庁内職

員の研修を、人材育成部（7名）が外部の知財人材の育

成を担当すると理解してくださって結構です。2つの部

を所管するポストとして、新たに「人材開発統括監」を

創設します。研修所長は廃止します。

── どうして独法に移るのですか。特許庁の組織のま

まではダメだったのですか。

高倉 庁内職員の研修を淡々と継続するだけであれば、

独法化の必要性は小さかったと言ってよいと思います。

しかし、実際にはそうではありませんでした。第1に、

庁内職員の研修は、その対象者が量的に拡大し、研修内

容も質的にも高度化していくことが確実です。こうした

変化に対応するため、特許庁O Bの積極的活用、外部人

材育成機関との連携、e－ラーニング（インターネット

技術を利用した教育・研修環境）の導入など、新機軸を

積極的に展開する必要がありました。第2に、庁内職員

昭和5 1年（1 9 7 6年）、特許庁入庁。審査官・審判官を経て、京都大学

客員教授、技術調査課長、調整課長などを歴任。平成1 6年（2 0 0 4年）

1 0月より現職。



だけでなく、サーチャーをはじめとする外部の知財人

材の育成を進めることが国の課題となりました。第3に、

庁内職員の研修と外部の知財人材の育成を一体的かつ

効率的に進める必要があります。こうした必要性を踏

まえて、特許庁の研修業務を独法に移管することにし

ました。

── 高倉所長は7月に着任されたばかりですが、新所

長としての抱負は？

高倉 着任してほぼ2か月がたちましたし、1 0月には

研修所長というポストがなくなりますので、新所長の

抱負という表現でいいのかどうかよくわかりませんが、

それはそれとして、私は次の3つを当面の重点課題と位

置付けています。

第1に、独法への円滑な移行。庁内職員の研修を含め

て人材育成に関する事務・業務はすべて、企画・立案

は特許庁、運営・実行は情報・研修館という形に分離

されます。この分離にともない、両者の間の予算・組

織・手続き等の関係を整理する必要があります。この

整理作業はいわば机上の作業ですが、運営してみない

とわからないことも多々あります。独法への移行を理

論的にも実務的にも滞りなく進めることが重点課題の1

つです。

第2に、庁内職員研修の充実。とくに、任期付採用の

審査官（5年間で約5 0 0名の採用を予定）に対する研修

の充実です。また、事務系職員の将来ビジョンに関す

る考え方が今年8月にまとめられました。このビジョン

に対応した事務系職員の研修の充実も重要な課題です。

独法移行のメリットを生かし、庁内職員の研修を充実

していきたいと考えています。

第3に、外部の知的財産人材の育成。当面は、サーチ

外注を請け負う登録調査機関の調査業務実施者（いわ

ゆる「サーチャー」）の育成に力を入れます。審査官と

国民の信頼に足る優れたサーチャーを養成していかな

くてはならないと自覚しています。

── 職員の研修について、独法化後、特許庁と研修所

の関係はどう変わりますか。

高倉 特許庁が交付する運営交付金により、情報・研

修館が特許庁の職員に対する研修を実施するという形

に変わります。役割分担としては、特許庁が「研修基

本方針」（職員に求められる資質など）と「年度研修計

画」（研修の種類、必須科目など）を定め、その基本方

針等に基づいて、情報・研修館が「年度実施計画」と

各研修の「実施要領」（講師、時間割など研修の細目）

を定めて運営するという関係です。情報・研修館がそ

の細目を定めるにあたり、特許庁とよく協議をするこ

とは当然です。このこと自体は今までと変わりがあり

ません。

研修修了証書は、今までは研修所長名で出していまし

たが、今後は情報・研修館理事長の名で出すことになる

でしょう。ここは変わるところです。

── サーチャーの育成は具体的にどう進めるのですか。

高倉 登録調査機関は、「情報・研修館が行なう研修」

を修了したサーチャーを区分ごとに少なくとも1 0名揃

えることが必要です（工業所有権に関する手続等の特例

に関する法律第3 7条）。研修の申込み者が全部で何名に

達するか、現時点では正確な数はわかりませんが、人材

育成部（準備室）では、来年1月から1 0 0名規模のサー

チャー研修を始めることができるように、体制の整備を

進めているところです。研修の申込み者の合計が1 0 0名

を超える場合は、分けて、時期をずらして研修を行うこ

とになるでしょう。

サーチャー研修は、特許法・実務に関する座学研修と、

Fターム検索端末を使用した実地研修の2つの段階から

なります。各段階の終わりに効果確認（筆記試験）を行

ないます。講師には特許庁O B等を活用する予定です。

また、第2段階の研修のために、Fターム検索端末約4 0

台を備えた研修室を整備する予定です。

人材育成部（準備室）では、法定のサーチャー研修が

一段落した後、企業等の要請に基づいて、企業等の特許

調査部門のスタッフ等に対するFターム検索研修を実施
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することを検討しています。

── サーチャー以外の知財人材の育成については、ど

のようなことを考えていますか。そもそも、知財人材っ

て、どういう人のことですか。

高倉 知財人材とは何かについて明確な定義があるわけ

ではありませんが、庁内職員とサーチャーを別にして、

知財人材を思いつくままにあげますと、弁理士、弁護士、

企業等の知財部・法務部の従業者、大学等の知財本部・

技術移転機関（T L O）の従業者、特許流通業者などが

います。裁判所の知財担当の裁判官、調査員、専門委員、

模倣品担当の税関職員・警察職員など、エンフォースメ

ント（権利の行使）に携わる者も知財人材と言えるでし

ょう。更に、大学等において知財関連科目を担当する教

官、産学連携策等を企画立案する国又は地方の公務員、

知財関係団体の役職員等も知財人材に含めることもでき

るでしょう。

こうした知財人材に対して情報・研修館は何をするの

かというご質問でしたが、人材育成部では、サーチャー

育成事業のほかに、次の3つの事業を始める予定です2）。

第1に、弁理士・弁護士・企業の知財部員等に対し、

審査基準や特許請求の範囲の理想的記載方法等をテーマ

として、討論型の研修を行ないます。研修に参加した弁

理士等の方々が講師となって更に知識を広げてくれるこ

とを期待しています。

第2に、中小企業・ベンチャー企業の戦略的特許出願

を促進するために、中小企業・ベンチャー企業の技術

者・経営者等を対象として、先行技術調査のしかたや特

許明細書の書き方など、特許出願に関する研修を行ない

ます。

第3に、e－ラーニングシステムを特許庁の職員向け

に開発し、順次、外部の知財人材の育成に適用していこ

うと考えています。

── しかし、「民にできることは民に」という考えもあ

りますね。独法の業務も「国の業務」だと思いますが、

独法が知財人材の育成にどこまで関与するのがいいか、

この点について所長はどうお考えですか。

高倉 産業界・大学等が求める知財人材の育成は、教育

機関としての大学を含む民間の人材育成機関の活力（市

場のメカニズム）に委ねるのがいいと思っています。情

報・研修館の役割とは、「国の業務として実施するので

なければ適正かつ効果的に実施をすることが難しい事

業」を実施することではないかと考えています。

もう少し具体的に言いますと、情報・研修館の役割は、

第1に、庁内職員に対する研修です。これはこれまでと

同様に研修所（研修部）が担います。第2に、審査・審

判・先行技術調査等に関し、特許庁が蓄積している固有

の知識・経験・ノウハウを外に提供することです。例え

ば、サーチャーに対するFターム検索研修です。第3に、

特許庁の施策と連携し、その協力を得て実施する必要が

ある研修事業。例えば、特許審査の迅速化に資する明細

書の理想的記載方法に関する研修、審査基準に関する専

門研修（とくに人材育成機関の講師に対する研修）など。

第4に、その他、民間の人材育成機関に委ねることが適

切でない人材育成事業（収益性は低いが政策的に実施す

る必要がある事業）。例えば、地域の中小・ベンチャー

等の人材育成に関する事業です。

情報・研修館の役割は概念的には以上のように整理す

ることができるのではないかと考えていますが、具体論

については更に検討が必要になってくるであろうとも思

っております。いずれにしても、官民の役割分担の問題

は重要な問題です。この問題の検討と認識の共有並びに

人材育成機関間の協力の推進などを目的として、近く、

関係機関の代表をメンバーとする「知財人材育成連絡会

議」（仮称）を立ち上げる予定です。

── 「研修一元化」という提案については、どう思い

ますか。

高倉 法曹三者（弁護士、裁判官、検察官）を統一的に

養成する司法修習制度と同様に、弁理士・審査官・企業

等の知財部員の研修を国が一元的に提供したらどうかと

いうアイデアではないかと思いますが、弁理士・審査

官・企業等の知財部員に求められるスキルは相当異なり

ますので、一元的研修が必要・有効と言えるかどうか、

よくわかりません。

しかし、少なくとも、弁理士・審査官・企業等の知財

部員の間のコミュニケーションを深め、互いに学び合い、

教え合う機会を提供することは意義があると考えていま

す。このため、先ほど紹介しましたが、情報・研修館で

は審査基準や特許請求の範囲の記載方法等をテーマとし

2）特許流通・技術移転の専門家の育成事業はすでに情報館（流通部）において実施中。



て、弁理士・審査官・企業等の知財部員が参加する討論

型の研修を実施する予定です。早ければ、年度内に1回

開催の予定です。

── 審査官研修には、弁理士や企業等の知財部員がす

でに参加しているのではないですか。それとどう違い

ますか。

高倉 はい、参加しています。例えば、昨年の審査官コ

ース研修（内部受講生5 9名）の「判例研究」（討論）に

は、2 8名の弁理士と2 6名の企業知財部員が参加しまし

た。しかし、現在までのスキームは、審査官向けの研修

に弁理士等の参加を要請し、審査官に対する研修効果を

上げることを主な狙いとするものでした。

新しく始める三者参加の討論型研修は、特許庁及び審

査官が持っている審査基準等に関する知識を積極的に外

部の知財人材に提供し、彼らの一層のスキルアップを狙

いとする点において、これまでのスキームと違います。

審査官と外部人材に対する「一石二鳥」の研修と位置付

けることができると思います。

── 知財立国の時代ですが、知財人材には今、何が求

められているのでしょうか。

高倉 その点は今年5月に発表された「知的財産推進計

画2 0 0 4」に書かれていると思いますが、私なりの理解

では、知的財産の創造・保護・活用という知的創造サイ

クルの全体を見渡して仕事をすることができる専門家が

求められているということではないでしょうか。

しかし、このことは、発明もできる、明細書も書ける、

審査もできる、事業化もできる、訴訟もできるというよ

うな「スーパー知財マン」を養成すべしということでは

ありません。もちろん、そうした人材が続々と生まれた

ら、それはそれで素晴らしいことですが、すべての人を

「スーパー知財マン」にしようする人材育成策は、政策

として成功するとは言えないでしょう。

人材育成策として現実的なことは、審査官は審査のプ

ロとして、弁理士は出願代理のプロとして、弁護士は訴

訟代理のプロとして、それぞれの専門家がその得意を深

めつつ、知的創造サイクルの全体を見渡して仕事をする

ことができるように、技術・経営・法律の各領域に知識

を広げていくということではないでしょうか。いわゆる

“T”字型の人材になることです。

例えば、弁理士は、従来技術との対比の中で研究者の

発明の本質をとらえ、審査官の対応を想定し、将来の事

業化・侵害訴訟の可能性を視野に入れ、その上で、出願

人にとって財産的価値の高い特許明細書を作成するな

ど、包括的サービスを提供することができる専門家にな

ることをめざすということではないでしょうか。

── そのためには、どうしたらいいですか。

高倉 国のレベルの政策論としては、知財に関する専

門職大学院等の設置を推奨するということも一案かと

思いますが、個人のレベルの方法論としては、第1に、

異業種の専門家との交流を深めることかと思います。

例えば、審査官は、現場の研究者、経営者、弁理士、

弁護士、公認会計士、大学の先生・学生、他省庁の職

員、一般の会社員等との交流をもっと増やしたらいい

と思います。というと、「それはそうだけど、審査官に

はそんな余裕がありません」という反論がすぐ返ってき

そうですが（笑）、それには「そういう余裕を作ること

をまず組織の目標にしようではありませんか」というこ

とをとりあえずの返答にさせておいて下さい。審査待ち

期間ゼロの実現のあとに、どういう「世界」を構想す

るのか、その中で審査官は何をコア・コンピタンス

（中核能力）として社会的役割をアピールするのか、今

からそういうことを考えていて決して早すぎることはな

いと思います。

話がそれましたので、元に戻しますが、ここで強調し

ておきたいことは、異業種の専門家との交流とは、単に

本願について弁理士等と面接をするとかいうことではな

くて（それはそれで大切なことですが）、他者の視点

（ものの考え方）を互いに学び合い、教え合うというこ

とです。東大先端研の妹尾教授のことばを借りれば、

「互学互修」ということです3）。

第2に、新しい知識に貪欲であること。いつもアンテ

ナを高くしておいて、何かわからないことがあったら、

その道の専門家にアドバイスを求めることができるよう

なヒューマン・ネットワーク（人間関係）を作っておく

のがよいのではないかと思います。

例えばですが、アメリカのサブマリン特許訴訟に関
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する判決文の中に「ラッチェス」4）（l a c h e s）という耳

慣れないことばを見つけたとき、その意味をたずねるこ

とができるアメリカの特許弁護士やアメリカ法に詳しい

日本の弁理士・弁護士を知人に持っていると、自分の知

識の地平を高く、広くすることができます。また1 9 8 0

年代に日本企業がサブマリン特許の攻撃に対して譲歩と

和解を続けたことについて、新しい視点から再評価をす

ることができたりします。それがどうしたと言われると

困るのですが（笑）、知的に楽しいということは言える

と思います。

第3に、人材の流動化。今の日本社会では転々と職を

変えることが本人にとって必ずしも得だとは言えませ

んし、また雇用者にとっても有能な人材が中途で流出

することはとても痛いことでしょうが、審査官、弁理

士、技術系弁護士、知財部員、大学の教員・知財マネ

ージャー、裁判所の調査官等の間の一定の人事の流動

化は、国全体としてプラスもあると言えるのではない

でしょうか。任期付審査官の今後の庁内外における活

躍がそのことを実証してくれるのではないかと期待し

ています。

また、国から民間企業への交流派遣と、民間企業から

国への交流採用を可能とする「国と民間企業との間の人

事交流に関する法律」（平成1 1年）に基づく人事交流制

度5）の活用も検討されてよいかと思います。

── 将来、任期付採用の職員が増えてくると、特許庁

自体が「異業種交流の場」になるかもしれませんね。と

ころで、先ほど、「政策論としては知財に関する専門職

大学院の設置の推奨も一案」と言われましたが、現在ま

でのところ、どういう状況ですか。設置は進んでいるの

ですか。

高倉 はじめに、専門職大学院とは何かについて説明し

ておきますと、法律上、「大学院のうち、学術の理論及

び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を

担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的

とするもの」をとくに「専門職大学院」といいます（学

校教育法6 5条第2項）。

知財に関する専門職大学院としては、法科大学院、技

術経営（M O T6））大学院、知的財産専門職大学院の3つ

をあげることができます。最後の2つは境界線があいま

いですが、ここでは、便宜上、研究科名又は専攻名に知

的財産の語を含んでいる専門職大学院を「知的財産専門

職大学院」といい、他と区別しておきます。

第1に、法科大学院は今年4月、全国6 8の大学に開設

されました。大半の法科大学院において知財科目が開講

されています。しかし、科目数や内容等はマチマチです。

例えば、早稲田大学は選択科目として知財科目を8科目

開講することにしています7）。他方で、1又は2科目しか

開講していない法科大学院も多数あります。

今年8月、法務省の司法試験委員会は、平成1 8年度に

始まる新司法試験において知的財産法を選択科目とする

ことを答申しました8）。今後、各法科大学院が試験対策

4）「懈怠」という意味。出願人が継続出願等を繰り返すことにより意図的に審査手続きを遅延させておいて、その発明が市場で陳腐

化するほど一般に使われ出した時点ではじめて特許（サブマリン特許）を成立させて、権利を行使しようとするのは、「手続きの懈

怠」にあたり、公平の原則からその権利行使は制限されるとの判決が2002年、アメリカのCAFCで下された。

5）http://www.jinji.go.jp/kouryu/f-kouryu.htm

6）Management of Technologyの略。通常、「技術経営」と訳される。技術を事業化するためのマネージメント。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai2/02siryou1.pdf

7）http://www.waseda.jp/law-school/jp/education/class_workshop.html

8）http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/040803-1.pdf



として知財教育の充実をどう図るか注目されるところ

です。

第2に、M O T大学院は、技術と経営がわかる人材を

養成することに特化した専門職大学院です。既設の

M O T大学院としては、芝浦工業大学（工学マネジメン

ト研究科）、九州大学（産業マネジメント専攻）、東京理

科大学（総合科学技術経営研究科）などがあります。そ

の他に数校が来春の開設を予定しています9）。専門職大

学院に限るとM O T大学院はまだ少数ですが、通常の大

学院まで含めるとM O T教育をしている大学院はすでに

2 0校以上あるようです1 0）。それでも、まだアメリカの

1 0分の1以下という状況です。日本でも今後は増えてい

くでしょう。

M O T教育において、知財科目は重視されています。

教える内容や科目数は大学により様々ですが、法科大学

院に比べて、一般に実践教育(例えば、知財管理、国際

戦略など)に重点が置かれているのが特徴です。実務家

教員の確保、体系的カリキュラムの確立などが今後の課

題でしょう。

第3に、知的財産専門職大学院は、まだありませんが、

来春の開設を予定している大学が2校あります。東京理

科大学は、既設の総合科学技術経営研究科（M O T）の

中に「知的財産戦略専攻」を創設する予定です。大阪工

業大学はすでに知的財産学部を創設していますが、新た

に専門職大学院として「知的財産研究科」を創設する予

定です。

知的財産専門職大学院ではありませんが（むしろ、

M O T大学院に近いのですが）、知財教育にとくに重点を

置いている大学院として、例えば、金沢工業大学（知的

創造システム専攻）、東京大学（先端科学技術研究セン

ター）、一橋大学（国際企業戦略研究科）、東京工業大学

（社会理工学研究科経営工学専攻）、京都大学（医学研究

科知的経営コース）などがあります。

── 法科大学院やMOT大学院に、社会人の入学者は多

いのですか。

高倉 文部科学省の調べ1 1）では、今春の法科大学院入

学者（5 , 7 6 7人）のうち、社会人は約半数（2 , 7 9 2人）

でした。法科大学院では通常、授業は平日の昼間に行わ

れます。社会人の多くは、勤務先を退職して入学したも

のと思われます。

これに対して、M O T専門職大学院の場合、授業時間

が平日夜間・土日ということもあって、入学者のほぼ全

員が社会人です。というか、現役の社会人を在職のまま

入学させるために、あえて夜間・土日の授業としている

わけですが……。

── 入学者に占める理系出身者の割合はどうですか。

高倉 法科大学院の場合、理系は1割未満でした。

M O T大学院の場合、大多数が理系です。あるM O T大

学院では、約8割が理系の社会人だったそうです。これ

は当然といえば当然です。M O T教育とはそもそも、エ

ンジニアリングやサイエンスをバックグランドとする技

術者や研究者に「ビジネス」を教え込もうというもの

ですから。

── 特許庁O Bで、大学等で活躍される方が増えている

とか……。

高倉 はい、最近の退職者の中には、大学で教官として

特許法・実務を教えている方、大学の知財本部でマネー

ジャーとして活躍されている方が多数います。すでに弁

理士になっている方で、大学の非常勤講師等を兼任され

ている方もいます。
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研修所では、この夏、特許庁O Bの大学教授や弁理士

の方に講師になっていただいて、任期付採用の新人職員

等に対する特別講座（討論型の審査実務実習）を担当し

ていただきました。受講生からは「おおいに役だった」

という評価を得ました。また受講生が熱心だったことも

あって、講師の方からも好評をいただきました。

話がそれてしまいましたが、特許庁O Bが特許実務の

経験を生かし、社会の様々な分野で活躍している様子を

みることは後輩としてうれしいことです。

── 所長は現在の審査官をどう評価されていますか。

高倉 昔も今も、審査官は総じて高く評価されている

と思います。国際課勤務の時代、いろいろな国の特許

庁の方と付き合いましたが、彼らは異口同音にこう言

いました。「出願が多いのは成功の証拠。庁舎は立派

だし、I T化も進んでいる。審査官は優秀で、審査だけ

でなく、法改正や国際交渉も担っている。日本の審査

官は私たちの理想」と。世界にはたくさんの特許庁が

ありますが、率直にいうと、特許庁という行政組織と

そこに働く審査官の評価はそれほど高いものではあり

ません。その中で、ヨーロッパ特許庁（E P O）と日本

特許庁は、国際的に別格です。日本の審査官はもっと

自信を持っていいんじゃないでしょうか。同時に、弁

理士や企業等から寄せられる批判には謙虚に耳を傾け

ることを忘れてはなりません。自信と謙虚さは両立し

ます。

── 審査官に求められることは？

高倉 基本的に審査官には2つの職責があると考えてい

ます。1つは、担当分野の審査官として、法律上の任務

を遂行することです。平たく言えば、審査のプロになる

ことです。そのためには、技術知識、法律知識、検索技

法等の技術的スキルだけではなく、課題発見・解決能力、

判断能力、説得力、コミュニケーションの能力、リーダ

ーシップといった人間的スキルを併せ持つことが必要で

す。また、国民の代理人として、高い倫理観を備えてい

ることが求められていると思います。倫理観とは、公正

性・中立性・順法精神等公務員としての一般的モラルだ

けではなく、自己の名前で行政処分を行なう審査のプロ

として、審査結果に対していつでも説明責任を果たす用

意ができていることをいいます。

審査官はまた行政官として、もう1つの職責を果たす

ことが期待されていると思います。それは組織全体の

目標達成に対する貢献です。審査官は各自の持分の仕

事を果たすと同時に、特許庁全体に寄せられる国民の

期待を理解し、組織（グループ、審査室、特許庁全体）

の目標設定に積極的に参画し、その目標の達成に知恵

を出して貢献することが求められていると思います。

── そのような審査官になるためには、どのような研

修・研鑚が必要でしょうか。

高倉 研修カリキュラムのここをこう変えたらいいとい

うような妙案はすぐには思い浮かばないのですが、先ほ

ど知財人材一般について申しあげたことが審査官の場合

にも妥当するのではないかと思います。

第1に、審査のプロになるためには、本人が意欲を持

つこと。誇りを持つことと言い換えてもいいでしょう。

職場の管理職と指導審査官は、O J Tを重視すること。早

い話、数多くの案件を主体的・集中的・計画的に経験す

ることです。庁内には国際問題の専門家が何人かいます

が、彼らはとくに研修を受けたわけではありません。た

ぶん、いきなり国際交渉の現場に放りこまれて、その後、

場数を踏んでいるうちにその道の専門家になっただけの

ことだと思います。審査のプロになるのも同じことだと

思います。

第2に、組織人として一段上の高みに上がるためには、

これも先ほど申しあげましたが、異業種の専門家との交

流を深めることではないでしょうか。新しい知識を互い

に学び合う人間関係を庁内外に作ることから始めるのは

いかがでしょうか。他者の視点を学び合う姿勢と知的好

奇心がとくに大切だと思います。審査官が自己の専門性

を持ちながら、異なる視点を持つ人々との交わりを通じ

て、より高い、より広い判断能力を持った人間へと成長

を続けていくことは、組織にとっても、本人にとっても

すばらしいことだと私は思います。

── 審査官の出向・併任についてはどう思いますか。

高倉 知財創造立国の時代ですから、審査官の知識や経

験が出向先の省庁又は関連機関で生かされるのは、国家

のためにプラス。審査官がそこで学んだことを特許審査

や政策立案等に生かしてくれるのは、特許庁のためにプ

ラス。変化があると仕事が楽しくできる点で、本人にも

プラス。そういうことかと思います。しかし、いうまで

もありませんが、出向・併任の数は多ければ多いほどよ

いということではありません。そこにはおのずと適正数

というものがあるでしょう。

ところで、出向・併任にメリットを感じないという理

由でこれをいやがる方もいるという話をたまに聞きます



が、上司から打診があった場合は新しい機会に積極的

にチャレンジしてほしいと思いますね。

── 審査官の管理職に求めることは？

高倉 審査長の職責は法律にそれなりのことが書かれて

いると思いますが、事実上の責務は、第1に、審査官を

支援し、そのモチベーション（やる気）を高め、その能

力を最大限に引き出すこと、第2に、もって組織の目標

を達成することであると私は理解しています。審査長と

審査官の間は、命令・服従という関係だけで対応すると

たぶんうまくいかず（審査官にはその自覚が必要ですが、

審査長はそれに頼りすぎないほうがいいという意味です

が）、相互信頼の関係にもっていくことが大切だと思い

ます。

── では、その相互信頼関係は、どうすれば生まれま

すか。

高倉 自分は審査長の時代にそれがうまくできなかった

という反省をこめて申しあげるのですが、審査官に信頼

される審査長になるために望まれる資質とは、専門性、

人間性、企画力の3つではないでしょうか。

第1に、専門性とは、審査実務・法律知識等において、

審査官に頼られる知見を持っていることです。第2に、

人間性とは、ひとがら。そして、そこから生まれるコミ

ュニケーションの能力、チームをまとめる力といったと

ころでしょうか。第3に、企画力とは、特許庁の将来ビ

ジョンを自分のことばで語ることができることという程

度の意味です。

実際には、これの1つでも備えることは難しいことで

す（笑）。意外と簡単でかつ最も大事ではないかとこの

ごろ思うのは、部下の成長を支援することにより自己の

成長が得られるという意識を上司が持つことではないで

しょうか。

── 諸外国では、審査官研修はどうなっていますか。

高倉 例えば、ヨーロッパ特許庁（E P O）の場合、審

査官になるための研修期間は2年間です。入庁前に企業

や他の特許庁等で勤務した経験のある方が多いようで

す。入庁直後に、座学を中心とする6週間のグループ研

修があって、その後、各自の担当分野のモデル案件、実

案件を扱うことになっています。2年目にも1 5日間程度

の座学研修があります。2年間の官補の間は、コーチが

つきますが、実際に指導するのは最初の一年だけのよう

です。2年間のパフォーマンスにとくに問題がなければ、

3年目には一人前の審査官に昇任しますが、問題があれ

ば解雇ということもあるそうです。審査官になった後に

も、課単位で技術研修・実務研修が行なわれることがあ

ります。

── 大学卒・修士課程修了の新卒採用者の場合、研修

期間は一律4年ですが、これを個々の到達度に応じて短

縮することができる仕組みに変えることについてどう

思いますか。

高倉 E P Oが2年、日本でも任期付採用の審査官は2年

ということを考慮に入れると、新卒の場合の官補期間4

年を少し短くすることがまったく非現実的とは言えない

でしょう。また、早く審査官として一人前の仕事をした

いという動機から研修生が研修に励むという効果もある

でしょう。

しかし、この問題は慎重に検討したほうがいいと思い

ます。第1に、任期付の採用者が比較的短い期間に審査

官になることができるのは、「産業行政等の事務の経験

6年以上」という経験を加味してのことです。新卒の場

合と異なる扱いにする特別の事情があります。第2に、

個々の到達度に応じて早く審査官にするというのはある

意味で成績主義の導入ですが、入庁後4年未満という早

い段階で成績主義に基づく選別を行なうことは人材育成

の上でかえって逆効果をもたらす可能性もあるのではな

いでしょうか。企業でも成績主義に基づく選別を導入す

るのは管理職クラスからだと聞いています。若いうちは

じっくり研修をさせるのがいいということではないでし

ょうか。

誤解してほしくありませんが、4年経ったらだれでも

自動的に審査官にするのがいいと言っているのではあり

ません。研修期間中、執務態度や努力の状態において明

らかに問題がある等の場合、厳正に対処する（不合格と

する）ことは当然です。もっとも、そうならないように

本人も周囲も努力することが先決ですが。

いずれにしても、官補期間の問題は、審査官たる能力

と経験が備わった者を審査官に昇任させるという当たり

前のことを大原則としつつ、現状維持と期間短縮のそれ

ぞれの場合について具体的利害得失を慎重に考量して検

討を進めるべき問題だと思います。そして、その検討は

将来の審査ビジョンとしてどういう「世界」を構想する

のか、そのために審査官にいかなる能力と経験を求める

のかという政策論・人材論と一体のものとして進める必

要があるでしょう。

── 将来、こんなことをしてみたいというプロジェク

114 2004.11.12. no.235tokugikon  



115 tokugikon  2004.11.12. no.235

トはありますか。

高倉 研修所もマンパワーが限られていますので、当面

は3つの重点事項（独法への円滑な移行、職員研修の充

実、サーチャー等の育成）を着実に実行していきたいと

思っていますが、将来の検討課題を上げろということで

あれば、例えば、日米欧三極の「研修所長会合」の開催

など……。審査官研修のことに限定してもいいのですが、

人材育成に関する情報やテキストを交換したり、研修講

師を派遣しあうなど、相互の協力を進めることができた

らいいなと思っております。この協力は各庁の審査官研

修の改善に役立つだけでなく、三極の審査実務の調和や

審査結果の相互利用の推進に貢献するのではないかと期

待しています。

── e－ラーニングについては、どのような計画があり

ますか。

高倉 計画としては、今年度中に、研修コンテンツの試

作版を3本ほど作成し、平行して、システム開発を実施

し、早い段階に庁内職員向けにテスト的に利用可能とす

る予定です。来年度は、予算次第ですが、研修コンテン

ツを更に1 0本ほど作成し、研修に使ってみたいと考え

ています。座学をすべてe‐ラーニングに置きかえるに

は時期尚早かと思いますが、自学自習には効果があるの

ではないかと期待しています。

── 最後に何か審査官に言いたいことがございました

ら……。

高倉 研修は、人材育成の上で重要なイベントです。し

かし、どんなに立派な研修でも、研修だけで専門家を育

てることはできません。人が専門家として成長するのは、

具体的状況の中で地道に仕事をこなしていくプロセスに

おいてに他ならないと思っています。日々の仕事を通じ

て人々と交わり、評価や批判を受けながら、あるときは

達成感を味わい、あるときは挫折感を味わい、その繰り

返しの中で、自己の成長を認識し、更に自己の立場と周

囲の期待との整合を図るべく、新たな機会にチャレンジ

し続けるというプロセスを通じてこそ、人は優れた専門

家として、あるいは社会性のある人間として成長してい

くものではないでしょうか。最後は話が少し説教じみて

しまいましたが、研修とは、もはやただ与えられるもの

ではないということがわかっていただければ、それで十

分です。


